
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和７年３月 
 

東京都教育委員会 

都立特別支援学校における 

学習評価の考え方や進め方に関する研究・開発 

成果資料 

 

～知的障害教育における観点別学習状況の評価を活用した 

指導と評価の一体化に向けて～ 

 

 

 



 



は じ め に 

 

本資料は、都立知的障害特別支援学校の先生方向けに、学習評価について理解を深めていただ

けるよう作成したものです。 

 本資料を活用いただくために前提となる、ポイントとなる事項を４点説明します。 
 

１ 学習評価における観点について 

  学習評価は、私たちが行った教育活動について、児童・生徒の学習状況を評価するものです。 

  前回の学習指導要領の改訂により、全ての教科等において目標や内容が「知識及び技能」「思

考力、判断力、表現力等」「学びに向かう力、人間性等」の資質・能力の三つの柱に基づいて

整理されました。これに対応し、学習評価は「知識・技能」「思考・判断・表現」「主体的に学

習に取り組む態度」の３観点から行うこととなっています。 

 

２ 学習評価の記録について 

  法令上、学習評価は指導要録に記録することが定められています。 

  指導要録は、年間の学習状況を総括的に記録するものです。この記録に当たっては、材料と

して、年間を通して単元単位での学習評価が行われている必要があります。 

  本資料は、単元の目標の実現の状況を判断するためのよりどころである評価規準を作成し、

単元単位で学習評価を行うまでの手順を主に解説しています。 

 

３ 単元単位での学習評価の場面について 

  さて、単元単位で学習評価を行うためには、単元内の適時適切な場面で評価を行う必要があ

ります。例えば、習得を目指している「知識・技能」が児童・生徒に身に付いたかどうかは、

単元の最初ではなく、学習が進んだ終盤に評価した方がよいと一般的には考えられます。 

単元内のどの場面で「知識・技能」「思考・判断・表現」「主体的に学習に取り組む態度」の

３観点からの評価を行うか、あらかじめ評価の計画を立てておくことが重要です。 

また、毎回の授業ごとに児童・生徒の学習状況を３観点から評価する必要はありません。し

かし、授業ごとに学習状況を適宜把握し、次時の指導に生かしていくことは、これまでと変わ

らず重要です。 

 

４ 児童・生徒一人一人に合わせた評価の工夫 

  知的障害特別支援学校に在籍している児童・生徒の障害の状態等は様々です。そのため、作

成した単元の評価規準が、児童・生徒の実態によっては適当ではないということが生じます。 

  こうした場合は、当該の単元で育成を目指す資質・能力を踏まえつつ、当該児童・生徒に適

合する評価規準を作成していくことが重要です。評価の工夫により、児童・生徒一人ひとりに

合わせたきめの細かい学習指導の充実と、学習内容の確実な定着を目指すことができます。 
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本書では、いくつかの用語について、内容を読みやすくするために、簡略化を行っています。 

以下のような示し方をしてあるので、留意願います。 

 

◆ 特別支援学校学習指導要領：平成 29年４月に告示された、「特別支援学校小学部・中学部学習指導要

領」及び平成 31年２月に告示された「特別支援学校高等部学習指導要領」を指す。 

 

◆ 特別支援学校学習指導要領総則：平成30年３月に告示された、「特別支援学校学習指導要領解説 総

則編（小学部・中学部）」及び平成 31年２月に告示された「特別支援学校学習指導要領解説 総則等

編（高等部）」を指す。 

 

◆ 学習評価参考資料：特別支援学校小学部・中学部学習評価参考資料（令和２年４月 文部科学省）

を指す。 

 

◆個別指導計画 

学習指導要領に示されている「個別の指導計画」のことである。 

 

◆準ずる教育課程 

視覚障害、聴覚障害、肢体不自由及び病弱特別支援学校において、学校教育法第 72 条に基づき、小学校、

中学校、高等学校に準ずる教育を行う教育課程である。 

本文中の用語について 
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Ⅰ 理論編 

 Ⅰ－１ 学習評価の基本的な考え方について                   
 

〔１〕 児童・生徒一人一人の力を伸ばす授業を創るために 

学習評価は、学校における教育活動に関し、 

児童・生徒の学習状況を評価するためのもの 

です。つまり、授業等を行った際に、「児童・ 

生徒にねらいとする力が身に付いたのか」実 

現状況を把握することが学習評価なのです。 

 学習評価を行うことで、児童・生徒が「何 

を学ぶことができたか」、「何ができるように 

なったか（伸びたか）」、「伸びなかった点は 

どこにあって、どのように学ぶとよいのか」 

などが明らかになります。また、児童・生徒 

自身に進歩の状況を伝え、称賛することで、 

今後の学習意欲の向上につなげることもでき 

ます。 

図１に示すように、学習評価を行うために、まずは指導の計画を立てることが必要です。小学部

は６年間、中学部は３年間を見通した年間指導計画を児童・生徒の実態を踏まえつつ作成します。 

次に、単元を設定します。学習指導要領に示された各教科等の目標を踏まえ、育成を目指す資質・

能力の三つの柱に添って目標を設定するとともに、その学習状況を把握するために評価規準を設定

します。児童・生徒の実態が幅広い場合、同一の評価規準で学習状況を把握することが難しいこと

があります。こうした場合には、単元の目標や単元の評価規準を基に児童・生徒一人一人の目標や

評価規準についても設定する、ということです。 

あわせて、児童・生徒一人一人の学習状況を把握し、適切な評価を行うために、評価計画を立案

します。 

教師は単元の目標を踏まえ、児童・生徒一人一人に身に付けさせたい力を意識しながら指導を行

うとともに、その学習状況を把握します。また、把握した結果を踏まえ、支援の手立てを再考し、

次時の授業改善に生かすことが求められます。 

各学年の学期末や年度末には、単元ごとに児童・生徒の学習状況や指導計画等の評価を行い、学

校全体としての教育課程の改善や組織運営等の改善と結び付けられるようにします。 

 

〔２〕 指導と評価の一体化を目指して 

  児童・生徒に必要な資質・能力を効果的に育成するためには、教科等の目標及び内容と学習評価

とを一体的に検討することが重要です。「中央教育審議会答申」（平成 28 年 12 月 21 日）や「児童

生徒の学習評価の在り方について（報告）」（中央教育審議会初等中等教育分科会教育課程部会、平

成 31 年１月 21 日）においては、学習評価により、児童・生徒の学習の成果を的確に捉え評価する

のは当然のこと、評価の結果を教師が次の指導の改善に生かすこと、すなわち「指導と評価の一体

【図１ 学習評価の PDCA サイクル】 
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化」が重要であると改めて示されています。 

    指導と評価の一体化は、今回の学習指導要領改訂で明文化された「カリキュラム・マネジメント」

及び「主体的・対話的で深い学びの視点からの授業改善」においても、重要な役割を果たすものです。 

カリキュラム・マネジメントについては、「カリキュラム・マネジメントの四つの側面を通して、

教育課程に基づき組織的かつ計画的に各学校の教育活動の質の向上を図っていくこと」が、特別支

援学校学習指導要領総則に示されています。「四つの側面」のうち、「個別の指導計画の実施状況の

評価と改善を、教育課程の評価と改善につなげていくこと」については、特別支援学校の学習指導

要領にのみ示されたものです。これは、個別の指導計画に基づいて児童・生徒に何が身に付いたか

という学習の成果を的確に捉え、個別の指導計画の実施状況の評価と改善を、教育課程の評価と改

善につなげていくよう工夫することが大切である、というものです。 

また、各学校は、児童・生徒の障害の状態や特性及び心身の発達の段階等並びに学習の進度等を

考慮し、年間指導計画を作成します。これを踏まえ、児童・生徒が学習内容を確実に身に付けるこ

とができるよう指導方法や指導体制の工夫や改善を行うことにより、個に応じた指導の充実を目指

します。個別指導計画により、児童又は生徒に何が身に付いたかという学習の成果を的確に捉え、

個別の指導計画の実施状況の評価と改善を、教育課程の評価と改善につなげ、次年度の教科等の年

間指導計画の作成に反映させることが大切です。 

 

〔３〕 学習評価の現状と課題  

「児童生徒の学習評価の在り方について（報告）」においては、学習評価の現状として、「学期末

や学年末などの事後での評価に終始してしまうことが多く、評価の結果が児童生徒の具体的な学習

改善につながっていない。」、「相当な労力をかけて記述した指導要録が、次学年や次学校段階にお

いて十分に活用されていない。」、のような課題が示されています。 

カリキュラム・マネジメントを実現するためには、学習評価の在り方が極めて重要であり、学習

評価を通して、指導と評価の一体化を実現できるよう学習評価を改善することが求められました。

このことを踏まえて、中央教育審議会初等中等教育分科会教育課程部会のワーキンググループにお

いて、次のような学習評価の改善の基本的な方向性が示されました。 

 
 
 

 
 
 

〔４〕 評価の観点の整理 

特別支援学校学習指導要領は、小学部では令和２年度から、中学部では令和３年度からそれぞれ

全面実施、高等部では令和４年度から年次進行で実施となりました。特別支援学校学習指導要領で

は、知・徳・体にわたる「生きる力」を児童・生徒に育むために「何のために学ぶのか」という各

教科等を学ぶ意義を共有しながら、授業の創意工夫や教科書等の教材の改善を引き出していくこと

ができるようにするため、全ての教科等の目標及び内容が「知識及び技能」、「思考力、判断力、表

現力等」、「学びに向かう力、人間性等」という資質・能力の三つの柱で再整理されました。 

こうした教育目標や内容の再整理を踏まえて、観点別学習状況の評価については、小・中・高等

学校及び特別支援学校の各教科を通じて、４観点から３観点に整理されました。 

□ 児童生徒の学習改善につながるものにしていくこと。 

□ 教師の指導改善につながるものにしていくこと。 

□ これまで慣行として行われてきたことでも、必要性・妥当性が認められないものは見直

していくこと。 
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[平成 20 年改訂] [平成 29 年改訂] 

 関心・意欲・態度 

思考・判断・表現 

技能 

知識・理解 

知識・技能 

思考・判断・表現 

主体的に学習に 
取り組む態度 

評価の観点 

※ 学校教育法第 30 条第２項では、次のように示されています。 

  
生涯にわたり学習する基盤が培われるよう、基礎的な知識及び技能を習得させるとともに、これらを活

用して課題を解決するために必要な思考力、判断力、表現力その他の能力をはぐくみ、主体的に学習

に取り組む態度を養うことに、特に意を用いなければならない。 
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 Ⅰ－２ 学習評価の改善について               
 

〔１〕 指導と評価の改善 
学習評価においては、単元や題材で身に付けさせる力を明確にし、それを実現するための効果的な学習

活動を計画・実施し、その成果としての児童・生徒の変容・成長を適切に把握することが必要です。教師

が指導の改善を図るとともに、児童・生徒自身が自らの学習を振り返って次の学習に向かうことができる

ようにするためにも、適切なフィードバックや指導方法の改善と一貫性のある取組を進めることが求めら

れます。 

学習評価を行うに当たっては、いわゆる評価のための評価に終わることなく、教師が児童・生徒一人一

人のよい点や進歩の状況などを積極的に評価し、学習したことの意義や価値を実感できるようにすること

で、児童・生徒が自分自身の目標や課題をもって学習を進めることができるようになることが大切です。 

 

〔２〕 特別支援学校（知的障害）の教育課程における学習評価 
特別支援学校学習指導要領では、全ての教科等の目標及び内容が、「知識及び技能」、「思考力、判断

力、表現力等」、「学びに向かう力、人間性等」の育成を目指す三つの柱で再整理されました。特別支援学

校の各教科等も同じ枠組みで整理されています。 

それに伴い、観点別学習状況の評価についても、平成20年改訂時の４観点から、「知識・技能」、「思

考・判断・表現」、「主体的に学習的に取り組む態度」の３観点に整理されました。 

特別支援学校では、児童・生徒の障害の状態や特性、及び心身の発達の段階等を踏まえつつ、この３観点

での学習評価を行い、育成を目指す資質・能力の３つの柱の育成がバランスよく実現できるよう留意しなが

ら教育活動の充実を目指していくことが求められています。 

なお、特別支援学校においても、小・中学校、高等学校に準ずる課程では、指導要録の「指導の記録」

に、各教科の目標、内容に照らし、観点別に「十分満足できる」状況と判断されるものをＡ、「おおむね満

足できる」状況と判断されるものをＢ、「努力を要する」状況と判断されるものをＣのように区別して評価

を記入します。 

一方、特別支援学校（知的障害）の各学部における各教科の学習の記録については、特別支援学校の学習

指導要領に示される各学部の各教科の目標、内容に照らし、各教科の評価の観点及びその趣旨を踏まえ、具

体的に定めた指導内容、実現状況等を箇条書き等により文章で端的に記述することとされています。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
  

【学習評価の基本的な流れ】 
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〔３〕新学習指導要領における知的障害者である児童・生徒に対する 
各教科の学習評価 

特別支援学校学習指導要領では、知的障害者である児童・生徒に対する各教科の学習評価におい

ては、学習状況を分析的に捉える「観点別学習状況の評価」について、学習指導要領に定める目標

に準拠した評価として実施するものとされています。 

知的障害者である児童・生徒に対する各教科の学習評価については、各教科の評価の観点及びそ

の趣旨を踏まえて評価（観点別学習状況の評価）することになっています。この点について、各教

科の指導を通して資質・能力の三つの柱の育成がバランスよく実現できるように留意することが大

切です。また、学部段階間及び学校段階間の教育において児童・生徒の学習の成果が円滑に接続さ

れるように工夫する観点からも、知的障害者である児童・生徒に対する教育を行う特別支援学校に

おいても、学習状況を分析的に捉える「観点別学習状況の評価」を実施し、学習指導要領に示す目

標の実現の状況を判断するよりどころとして、評価規準を作成することが必要です。 

なお、各教科等の指導に当たっては、特別支援学校において、児童・生徒一人一人の指導目標、指

導内容等の明確化のために「個別指導計画」を作成することになりますが、その際、各学校において

各教科等の単元や題材ごとに設定される、各教科等の評価規準の内容を指導目標、指導内容等の設定

に生かすことが考えられます。 

また、主体的に学習に取り組む態度の評価において、観点別学習状況の評価や評定には示しきれ

ない児童・生徒一人一人のよい点や可能性、進歩の状況については、「個人内評価」として実施す

るものとされています。観点別学習状況の評価になじまず個人内評価の対象となるものについて

は、児童・生徒が学習したことの意義や価値を実感できるよう、日々の教育活動等の中で児童・生

徒に伝えることが重要であることが示されています。特に、「感性や思いやり」など児童・生徒一

人一人のよい点や可能性、進歩の状況などを積極的に評価し、児童・生徒に伝えることが重要であ

ることが示されています。 

 

 

「観点別学習状況の評価」とは、 学習指導要領の「内容」に示されている「指導事項」を目標 

とし、それに基づいて観点ごとの目標を設定し、その実現状況を評価するもので、学習指導要領 

にある目標に準拠した評価と言えます。知的障害者である児童・生徒に対する教育を行う特別 

支援学校においても、学習指導要領に示す目標の実現の状況を判断するよりどころとして、 

評価規準を作成することが必要です。 

 

 
〔４〕 自立活動の評価について 
  自立活動は、障害による学習上又は生活上の困難の改善・克服を行うものであり、育成を目指す

資質・能力の三つの柱に添って整理されているものではないことから、その評価においても観点別

には行いません。 

  自立活動の指導は、６つの区分「健康の保持」、「心理的な安定」、「人間関係の形成」、「環

境の把握」、「身体の動き」、「コミュニケーション」に示された27の内容項目の中から、必要

なものを組み合わせて児童・生徒の指導計画を作ります。評価については、一人一人に対して立て

た目標が「達成できたかどうか」を把握し、文章で端的に表していきます。 

 
 
 

解説 
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〔５〕 学習指導要領における各教科等の学習評価 
知的障害者である児童・生徒に対する教育を行う特別支援学校における各教科等では、特別支援

学校学習指導要領において、児童・生徒一人一人の学習状況を多角的に評価するため、小・中・高

等部の各教科を通じて、３観点に整理されました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
各教科における評価の基本構造 

 
学習指導要領に

示す目標や内容 
知識及び技能 

思考力、判断

力、表現力等 

学びに向かう

力、人間性等 

 

観点別学習状況

の評価の観点 

知識・技能 
思考・判断・ 

表現 

主体的に学習

に取り組む態度 

観点ごとに評価する 

・準ずる教育課程の

児童・生徒は観点ごと

に A、B、C の３段階

で評価する。 

・知的障害の教育課

程における評価の場

合は、文章で端的に

記述する。 

感性、思いやり

など 

個人内評価 評定（評価） 

観点別学習状況の評価の結果を総括するもの 観点別学習状況の評価や評定には

示しきれない、児童・生徒一人一人の

よい点や可能性、進歩の状況について

評価するもの 

参考：「児童生徒の学習評価の在り方について（報告）」 
（中央教育審議会初等中等教育分科会教育課程部会、平成 31 年１月 21 日） 
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 Ⅰ－３ 評価の観点について                  
 

〔１〕 観点別学習状況の評価の各観点について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔２〕 「知識・技能」について 

 

 

 
「知識・技能」における上述のような考え方は、従前の「知識・理解」（各教科等において習得

すべき知識や重要な概念等を理解しているかを評価）、「技能」（各教科等において習得すべき技

能を身に付けているかを評価）においても重視してきたものです。 

「知識・技能」の具体的な評価方法としては、特別支援学校の準ずる教育課程においては、定期試

験等において、知識の習得を問う問題と、知識の概念的な理解を問う問題とのバランスに配慮するな

どの工夫改善を図るとともに、多様な方法を適切に取り入れていくことが考えられます。例えば、児

童・生徒が文章による説明をしたり、各教科等の内容の特質に応じて、観察・実験をしたり、式やグ

ラフで表現したりするなど実際に知識や技能を用いる場面を設けることなどがあります。 

知的障害者である児童・生徒に対する教育についても、準ずる教育課程と同様に、それぞれの発

達段階の活動に応じて、実際に知識や技能を用いる場面（発表する、やってみる、選ぶ、使うな

ど）を設けて評価することが大切です。 

 

〔３〕 「思考・判断・表現」について 
 
 
 

「思考・判断・表現」における上述のような考え方は、従前の「思考・判断・表現」の観点にお

いても重視してきたものです。「思考・判断・表現」を評価するためには、教師は「主体的・対話

的で深い学び」の視点からの授業改善を通じ、児童・生徒が思考・判断・表現する場面を効果的に

設計した上で、指導・評価することが求められます。また、各教科等の知識及び技能を活用して課題

を解決するために必要な思考力、判断力、表現力等を児童・生徒が身に付けているか、評価します。 

知識及び技能を活用して課題を解決する過程には、 

・物事の中から問題を見いだし、その問題を定義し解決の方向性を決定し、解決方法を探して計

画を立て、結果を予測しながら実行し、振り返って次の問題発見・解決につなげていく過程 

・精査した情報を基に自分の考えを形成したり、文章や発話によって表現したり、目的や場

面、状況等に応じて互いの考えを伝え合い、多様な考えを理解したり、集団としての考えを

形成したりしていく過程 

・思いや考えを基に構想し、意味や価値を創造していく過程 

◆ 知識・技能 
各教科等における学習の過程を通した知識及び技能の習得状況について評価をするととも

に、それらを既有の知識及び技能と関連付けたり活用したりする中で、他の学習や生活の場面
でも活用できる程度に概念等を理解したり、技能を習得したりしているかを評価する。 

◆ 思考・判断・表現 
  各教科等の知識及び技能を活用して課題を解決する等のために必要な思考力、判断力、表現

力等を身に付けているかどうかを評価する。 
◆ 主体的に学習に取り組む態度 

知識及び技能を獲得したり、思考力、判断力、表現力等を身に付けたりするために、自らの
学習状況を把握し、学習の進め方について試行錯誤するなど自らの学習を調整しながら、学ぼ
うとしているかどうかという意思的な側面を評価する。 

各教科等における学習の過程を通した知識及び技能の習得状況について評価をするとともに、それ

らを既有の知識及び技能と関連付けたり活用したりする中で、他の学習や生活の場面でも活用できる

程度に概念等を理解したり、技能を習得したりしているかを評価する。 

 

各教科等の知識及び技能を活用して課題を解決する等のために必要な思考力、判断力、表現力

等を身に付けているかどうかを評価する。 
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の大きく三つがあると考えられます。 

「思考・判断・表現」の具体的な評価の方法としては、特別支援学校の準ずる教育課程において

は、定期試験等のみならず、論述やレポートの作成、発表、グループでの話し合い、作品の制作や

表現等の多様な活動を取り入れたり、それらを集めたポートフォリオを活用したりするなどの工夫

が考えられます。 

知的障害者である児童・生徒に対する教育の場合も、準ずる教育課程と同様に、それぞれの発達段

階の活動に応じて、実際に思考・判断・表現する場面（やってみる、自分なりに考える、判断する、

発表する、教師の支援を受けながらも集団で話し合うなど）を設けて評価することが大切です。 

 

〔４－１〕 「主体的に学習に取り組む態度」について 
 

 

 

 

「主体的に学習に取り組む態度」の評価に際しては、単に継続的な行動や積極的な発言を行うな

ど、性格や行動面の傾向を評価するということではなく、各教科等の「主体的に学習に取り組む態

度」に係る観点の趣旨に照らして、上述のような意思的な側面を評価することが重要です。 

従前の「関心・意欲・態度」の観点も、各教科等の学習内容に関心をもつことのみならず、より

よく学ぼうとする意欲をもって学習に取り組む態度を評価するという考え方に基づいたものであ

り、この点を「主体的に学習に取り組む態度」として改めて強調するものです。 

さらに、「主体的に学習に取り組む態度」については、 

① 知識及び技能を獲得したり、思考力、判断力、

表現力等を身に付けたりすることに向けた粘り強

い取組を行おうとしている側面 

② ①の粘り強い取組を行う中で、自らの学習を調

整しようとする側面 

という二つの側面を評価することが求められます。これ

ら①②の姿は実際の教科等の学びの中では別々ではなく

相互に関わり合いながら立ち現れるものと考えられるこ

とから、実際の評価の場面においては、双方の側面を一

体的に見取ることも想定されます。例えば、児童・生徒

が自らの学習を全く調整しようとせず粘り強く取り組み

続ける姿や、粘り強さが全くない中で自らの学習を調整

する姿は一般的ではないと考えられます。 

具体的な評価方法としては、特別支援学校の準ずる教育課程においては、ノートやレポート等に

おける記述、授業中の発言、教師による行動観察や児童・生徒による自己評価や相互評価等の状況

を、教師が評価を行う際に考慮する材料の一つとして用いることなどが考えられます。 

知的障害者である児童・生徒に対する教育の場合も、準ずる教育課程と同様に、発表や発言、時には

「つぶやき」などを観察するなど、それぞれの発達段階の活動に応じて設けて評価することが大切です。 
また、教科で学んだことを、学習や生活に使う、活用するといった視点も評価の対象になること

も十分に考えていくことが大切です。 
 
 
 
知的障害のある児童・生徒には、学習を調整したり、学習の進め方について試行錯誤したりする

ことが難しい場合があります。そこで、学習のめあてに向かって「自分なりに」試行錯誤している
姿を見取ることが大切であり、そのような状況や場面を、個に応じて用意する必要があります。 

 

 
「主体的に学習に取り組む態度」の評価イメージ 

知識及び技能を獲得したり、思考力、判断力、表現力等を身に付けたりするために、自らの学

習状況を把握し、学習の進め方について試行錯誤するなど自らの学習を調整しながら、学ぼう

としているかどうかという意思的な側面を評価する。 

 

 

解説 
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〔４－２〕 「主体的に学習に取り組む態度」の評価の視点 
 

「主体的に学習に取り組む態度」の評価は、『「主体的に学習に取り組む態度」における評価イ

メージ』のとおり、各教科等の特質に応じた知識及び技能を獲得したり、思考力、判断力、表現力

等を身に付けたりするため、「①粘り強く取り組む態度」とともに、『②学習のめあてに向かって

「自分なりに」試行錯誤している姿など、自らの学習を調整しようとする態度』の二つの側面を評

価するとともに、児童・生徒一人一人の学習状況を多角的に評価するため、各教科の目標に準拠し

た評価の観点による学習評価を導入し、学習評価を基に授業評価や指導評価を行い、教育課程編成

の改善・充実に生かすことのできるＰＤＣＡサイクルを確立することが必要です。1 

ただし、「知識・技能」、「思考・判断・表現」が十分に満足できる状況であるのに、「主体的

に学習に取り組む態度」のみが「努力を

要する」状況にあることや、あるいはそ

の逆の状況にあることは通常考えられま

せん。もし、評価のばらつきのある場

合、ばらつきの原因を検討し、必要に応

じて、児童・生徒への支援を行うととも

に、教員の指導自体の改善を図るなどの

速やかな対応が求められます。2 

  また、「児童生徒にどういった力が身

に付いたか」という学習の成果を的確に

捉えるとともに、評価結果を分析し、指

導目標、指導内容、指導方法等のどこに

課題があり、効果的な指導ができるようにするために、何をどのように改善していくのかを明確に

する必要があります。中央教育審議会の答申を基に、以下のような改善の方向性を例示します。 
 

「主体的に取り組む態度」に係る改善の方向性（例） 

① 学習の目標（めあて）を理解して取り組んでいるか。 
  ・目標（めあて）を理解して取り組めるようにするためには、何をどう改善すればよいか。 

② 学習の見通しをもって取り組んでいるか。 

  ・学習の流れに見通しを立てられるようにするためには、何をどう改善すればよいか。 

③ 本単元より前に学んできたことを、今の学びに生かしているか。 

  ・本単元より前に学んだことを自ら生かせるようにするためには、どのような授業の流れにす

ればよいか。 

④ 進め方を見直しながら、学習を進めているか。 
  ・学習の最中に、自分の学習の進め方を見直せるようにするためには、どうすればよいか。 

⑤ 粘り強く学習に取り組めているか。 
  ・粘り強く学習に取り組めるようにするためには、どうすればよいか。 

⑥ 自らの学習を振り返ることができているか。 
  ・自らの学習を振り返ることができるようにするためには、どうすればよいか。 

 
1 平成 28 年 12 月「幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校の学習指導要領等の改善及び必要な方策等について（答申）」p.114 
2 平成 31 年 1 月「児童生徒の学習評価の在り方について（報告）」p.12 を参考にした 

「主体的に取り組む態度」の評価におけるイメージ
図 
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解 説 
本研究では、知的障害者である児童・生徒に対する教育を行う場合の観点別
学習状況の評価と見取り方の要点を以下のように整理しました。 

 

【事例】小学部第４学年 算数科 １段階 

 

１ 単元名  「ともだちに くばろう」（さんすう☆ P３４～P３５） 

 

２ 内容のまとまり 

【１段階】  B 数と計算   ア 数えることの基礎 

 

３ 単元の目標 

（１）３までの範囲で具体物を取ることができ、対応させてものを配ることができる。〔知識及び技能〕 

（２）数詞とものとの関係に注目し、数のまとまりや数え方に気付き、それらを学習や生活で生かすことが 

できる。〔思考力、判断力、表現力等〕 

（３）数量に気付き、算数の学習に関心をもって取り組もうとする。〔学びに向かう力、人間性等〕 

 

４ 単元の評価規準 

知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度 

・３までの範囲で具体物を取ろう

としている。 

・対応させてものを配ろうとしてい

る。 

・数詞とものとの関係に注目してい

る。 

・数のまとまりや数え方に気付き、そ

れらを学習や生活で生かそうとして

いる。 

・学習のめあてを理解し、学習活

動に関心をもって粘り強く取り組も

うとしている。 

５ 児童の実態等 ●●●・・・ 

 

６ 単元の流れ（６時間扱い） 

時 学習活動 指導上の留意点 評価規準・評価方法等 

【 第 １ 次 】

第 １ 時 ～

第２時 

○友達の数に応じた数のりんごを取

り、配る。（１～２個） 

○・・・ ○・・・（知・技） 

○・・・（思・判・表） 

【 第 ２ 次 】

第 ３ 時 ～

第６時 

○友達の数に応じた数の具体物を取

り、配る。（１～３個） 

○・・・ ○・・・（思・判・表） 

○・・・（知・技） 

○・・・（主） 

 

７ 評価の実際 

（１）「知識・技能」の評価 

（２）「思考・判断・表現」の評価 

（３）主体的に学習に取り組む態度 

 

８ 観点別学習状況の評価の総括 
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❶ 教員間のやり取りを通じて、各自の児童の変容を挙げる 

（下 線）…知識及び技能に関する内容 

（波 線）…思考力、判断力、表現力等に関する内容 

（二重線）…学びに向かう力、人間性等に関する内容 

 

 

 

○第一次後の評価 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

❷ 第１次のそれぞれの場面で評価したものをまとめる 

【知識・技能】 

・３までの範囲で具体物を取ろうとしている。 

○決められた数だけりんごを取ることが分かってきました。 

・対応させてものを配ろうとしている。 

○配った後にリンゴが余ったら、先生に戻せるようになりました。 

 

【思考・判断・表現】 

・数のまとまりや数え方に気付き、それらを学習や生活で生かそうとしている。 

○「いち・に」の掛け声を言ってくれるようになってきました。 

 

【主体的に学習に取り組む態度】 

○友達に配る活動に、最後まで繰り返し取り組んでいました。[粘り強い取組を行おうとする側面] 

「いち・に」の掛け声と指差しをすれば、決められた数だけりんごを取ることが分かってきまし

た。一緒に「いち・に」の掛け声を言ってくれるようになってきました。 

配った後にリンゴが余ったら、先生に戻せるようになりました。配るときにも掛け声を入れる

と、数唱と数量を意識できるようになるかもしれませんね。この活動は気に入ったようで、最

後まで繰り返し取り組んでいました。 

配るときの掛け声はいいですね。次の授業から取り入れてみます。あと、朝の会の出席確

認でも、人数を数える活動を入れてみます。 

教諭 A 

【MT】 

教諭 B 

【ST】 

単元を通して観点別学習状況の評価を行うモデルとして、評価計画に定めた場

面で、評価規準に即して観点ごとに児童・生徒の変容を見取り、『評価の実際』

としてまとめるまでの流れを整理した。 

第１次の終了後に、児童の変容について教師がやりとりをしている場面を例として示す 
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❶～❷を各次で行う。 

○第二次後の評価 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【知識・技能】 

・３までの範囲で具体物を取ろうとしている。 

○「３」という数が分かって、かごに入れていました。 

・対応させてものを配ろうとしている。 

○数えながら友達の前にりんごやジュースを配るようになってきました。 

 

【思考・判断・表現】 

・数詞とものとの関係に注目している。 

○「３個」と言われたら、自分から「いち・に・さん」と数えながらりんごを取るようになりました。 

・数のまとまりや数え方に気付き、それらを学習や生活で生かそうとしている。 

○朝の会の名前呼びの場面で友達の写真カードを指さし、「いち・に・さん」と言うようになりました。 

 

【主体的に学習に取り組む態度】 

○自分で学習道具を準備できるようになって[自ら学習を調整しようとする側面] 

○教員や友達が数唱しているときも、身体を揺らして一緒に数唱するようになりました。[自ら学習を調整しようとす

る側面] 

 〇先生の指示がなくても配れるようになりたくて、繰り返し取り組む姿が見られました。[粘り強い取組を行おうとす

る側面] 

「３個」と言われたら、自分から「いち・に・さん」と数えながらりんごを取るようになりました

ね。「３」という数が分かって、かごに入れていました。 

授業でやることが分かったので、自分で学習道具を準備できるようになって素晴らしいで

す。先生や友達が数唱しているときも身体を揺らして一緒に数えてくれるようになりました。 

先生が取り入れてくれたので、数えながら友達の前にりんごやジュースを配るようになってきま

したね。そういえば、朝の会の名前呼びの場面で友達の写真カードを指さし、「いち・に・さ

ん」と言うようになりました。 

先生の指示がなくても配れるようになりたくて、繰り返し取り組む姿が見られました。 

その結果、友達が三人いるからりんごを三つ取ったり、トレーが三つあるからジュースを三つ

取ったりできるようになりました。 

算数の授業で自信がついたようで、給食の準備をするときに、牛乳瓶を自ら配ろうとする

姿が見られるようになりました。 

友達のトレーが三つあるので、牛乳瓶を三つ取って配ることができるようになりました。 

生活場面に生きる力として身に付いていることが分かり、うれしく思いました。 
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❸ ❷でまとめた児童の変容を、評価規準に照らして「評価の実際」として要約し、評価の総括をする 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【事例】小学部第４学年 算数科 １段階 

 

１ 単元名  「ともだちに くばろう」（さんすう☆ P３４～P３５） 

２ 内容のまとまり 

３ 単元の目標 

４ 単元の評価規準 

５ 児童の実態等 ●●●・・・ 

６ 単元の流れ（６時間扱い） 

 

７ 評価の実際 

（１）「知識・技能」の評価 

・「いち・に・さん」の言葉掛けに合わせて、具体物を指差したり、かごに入れたりすることができるようになった。 

・「３個取って」と聞くと、自分から数唱をして具体物を取ることができた。 

・友達に一つずつ具体物を配ることができるようになった。 

・友達に配ったあと、余った具体物は教員や元の場所に戻すことができた。 

・配るトレーや友達の数を手がかりに、ジュースやりんごを三つ取ることができるようになった。 

 

（２）「思考・判断・表現」の評価 

 ・３までの範囲で、数詞だけの指示でも自分で考えて「いち」「に」「さん」と数唱しながら、具体物を取れるよう 

になった。 

 ・数唱と数の関係が分かり、一つずつ指差しをしながら数唱することができた。 

 ・学習や生活場面で自分から数唱しようとする場面が増えた。 

 ・友達やトレーに一つずつぴったりの数を配れたときに、教員にハイタッチをするようになった。 

 

（３）主体的に学習に取り組む態度 

 ・学習のめあてが分かり、成功するまで繰り返し取り組む姿が見られるようになった。 

 ・教員や友達の活動にも興味をもち、数唱したり体を揺らしたりして、一緒に数えることが増えた。 

 ・自分から授業準備をしたり、教員の授業準備を手伝ったりと、算数の授業に期待感をもって参加しようと 

していた。 

 

８ 観点別学習状況の評価の総括（児童 A の場合） 

知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度 

３までの範囲で「○個取って」と

指示されると、自分から数唱して

具体物を取ることができました。 

配る友達の数を手がかりに、具

体物を取って配ることができまし

た。 

 数唱をするときは一つずつ指差し

をして、数を確認することができまし

た。 

 授業中だけではなく、様々な場

面で自分から数唱して確認したり、

指差ししたりする場面が増えまし

た。 

 学習のめあてを理解するととも

に、指示された数の具体物を取ろ

うと粘り強く取り組んでいました。 

友達の活動中も注目し、一緒

に数えたり、身体を揺らしたりして

参加する場面が増えました。 
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 Ⅰ－４ 「妥当性」「信頼性」のある評価について         
 

〔１〕 「妥当性」「信頼性」の確保について 
学校や教師は、指導の内容や方法だけではなく、指導の結果についても説明できるようにするこ

とが求められます。したがって各学校における学習評価については、評価の「妥当性」を常に確保

し「信頼性」のある評価として行うことが重要です。 

学習評価の「妥当性」とは、評価結果が評価の対象である資質・能力の育成状況を適切に反映し

ているものであることを示すものです。「妥当性」を確保するためには、学習指導要領に基づき、

学習指導の目標（ねらい）を明確にするとともに適切な内容を設定し、その目標及び内容と対応し

た評価規準を設定するとともに、評価規準で示される資質・能力を評価するのに適した方法を選択

することが重要です。 

また、学習評価の「信頼性」とは、教師の主観に流れることなく、誰が評価しても同じ結果にな

ることを示すものです。「信頼性」を確保するためには、評価が適切な評価規準や評価方法等によ

って学校全体で組織的・計画的に行われることが重要です。そして、学習評価に関して、毎年度の

早い時期に児童・生徒や保護者に説明することが大切です。 

 
〔２〕 学校全体としての組織的・計画的な取組について 

評価の「妥当性」を常に確保するとともに、「信頼性」のある評価として実施するためには、 

 

 

 

 

 

などについて、校長のリーダーシップの下、学校として組織的・計画的に取り組むことが求められ

ます。 

学校としての評価の方針、方法、体制、結果などについて、日頃から教師間の共通理解を図り、

担当教科、経験年数等に関わらず、全ての教師が共通の認識をもって評価を行うことが重要です。 

また、学校として、国や都などが実施する広域的な学力調査等の結果を生かして、児童・生徒の

学習状況等を把握し、指導の在り方や評価方法等について改善を図ったり、近隣の学校同士で評価

規準や評価方法等について情報交換を行ったりするなどの取組も重要です。 

 

〔３〕 保護者や児童・生徒への情報の提供について 
信頼される評価を行うためには、保護者や児童・生徒などの関係者の間で、評価規準や評価方法

等について共通理解を図ることが重要であり、評価が妥当であると判断できるものでなければなり

ません。 

そのため、評価規準や評価方法等について事前に説明したり、評価結果の説明を充実したりする

など、学習評価に関する情報をより積極的に提供することが求められます。 

例えば、次のような内容を保護者や児童・生徒に分かりやすく説明することが重要です。 

① 「目標に準拠した評価」や「観点別学習状況の評価」とはどういうものか 

② どのような観点や評価規準に基づいて、どのような方法で評価・評定を行うのか 

③ 一人一人の児童・生徒に対し、実際に、どのように評価・評定したのか 

などについて、保護者会や面談、学校便りや通知表等、様々な機会を通して保護者や児童・生徒に伝

えることが大切です。 

○ 評価規準を適切に設定すること 

○ 評価方法の工夫・改善を進めること 

○ 評価結果について教師同士で検討すること 

○ 校内研究・研修における授業研究等を通じ、教師の共通理解と力量の向上を図ること 
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 Ⅰ－５ 「指導と評価の計画」の作成について             
 

〔１〕 年間指導計画に基づく「指導と評価の計画」の作成について 

基礎的・基本的な内容の確実な定着を図り、個性や可能性を最大限に伸ばす授業を実現するため

には、単元（題材）の目標を明確にした「指導と評価の一体化」を図ることが不可欠です。 

そのため年間を通して、各単元（題材）の目標が実現されるよう、次のように「指導と評価の計

画」を作成する必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 →次のページの     で事例を用いて解説しています。 

 

 

〔２〕「指導と評価の計画」の点検・確認について 
「指導と評価の計画」は、年度当初に立てたままでよいということではなく、単元（題材）ごと

の目標や内容、評価規準は適切か、評価方法は適切かなどについて不断に見直し、必要があれば、

年度途中であっても、その都度、改善を図る必要があります。 

また、この「指導と評価の計画」の点検・確認は、各教科等や各学年だけで判断して行っていれ

ばよいということではありません。 

「指導と評価の計画」は、教科や学年ごとに作成されていますが、学校の教育活動における「指

導と評価の計画」であることから、学校として管理するものです。学校として点検・確認を行うこ

とは、評価の「妥当性」を常に確保し「信頼性」のある評価として実施するために不可欠です。 

例えば、計画どおりに指導を行った場合も、児童・生徒が目標を達成するために指導の方法や使

用する教材等の工夫が必要であるなど、課題があった場合は、当初の計画を見直す必要がありま

す。 

そして、このような「指導と評価の計画」の変更は、常に学校全体のものとして把握されている

ことが必要です。 

各学校では、「週ごとの指導計画」の提出等で、各教科等の指導と評価について進行管理されて

いますが、何か課題があっても十分に改善ができる余裕がある時期、例えば、学期末の評価・評定

が確定する前などに、学校全体として「指導と評価の計画」及びその実施状況の点検・確認を行う

ことが大切です。具体的には、授業の進度や、児童・生徒の学力を観点別に把握するための評価情

報の収集の状況等について、学年や学級、教科の枠を超えて、組織的に点検・確認を行います。 

 

① 学習指導要領に示されている各教科等の目標と内容に基づき、児童・生徒の実態等を踏ま

えて年間指導計画を作成し、これを基に単元（題材）ごとの目標や内容、さらには学習活動

等を示した指導計画を作成する。 

 

② 単元（題材）ごとの目標と内容を分析し、単元（題材）ごとの観点別学習状況の評価を行

う上での評価規準を設定する。 

 

③ 各単元（題材）において、指導が曖昧になったり網羅的になったりすることがないよう、

どのような資質・能力をどこまで育成するのか、ねらいを明確にして、具体的な評価規準を

設定するとともに、評価場面と評価方法を明らかにする。 

※指導の見直しは毎授業行うが、観点別学習状況の評価は単元を通して適時行うことに留意 

解説 
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【評価の計画とは】 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

【小学部3段階「算数」の年間指導計画例】(ここでは、単元「はかってみよう」を例として挙げる。) 

学期 単元名 主な学習内容 

１学期 

「１００までの数」 

(算数3段階A 数と計算) 

全13時間 

「たし算とひき算」 

(算数3段階A 数と計算） 

全13時間 

・５のまとまり、10のまとまりとして数える。 

・100までの数の系列を理解する。 

 

・和が20までの足し算をする。 

・足し算化引き算かどちらを用いるべきか問題文を読

み判断する。 

２学期 

「ずけい」 

(算数3段階B 図形) 

全10時間 

「さかみちとかく」 

(算数3段階B 図形) 

全９時間 

 

 

「はかってみよう」 

(算数3段階C 測定) 

全10時間 

 

・丸、三角、四角の特徴を捉える。 

・前後、左右、上下などの言葉を使って、物の位置を

表現する。 

・傾斜がきついとボールは勢いよく転がり、傾斜が緩

いとボールはゆっくり転がることが体験的に分か

る。 

・身の回りにあるものの角を紙に写し取り、大小を比

較する。 

・長さ、広さ、かさなどを直接比べる方法を理解す

る。 

・身近なものを単位として大きさを比較する。 

・端をそろえたり、他のものに置き換えたりして、長

さなどを比較したり、表現したりする。 

３学期 

「時けい」 

(算数3段階C 測定) 

全９時間 

「表にしてみよう」 

(算数3段階D データの活用) 

全10時間 

・短針で時、長針で分を表すということが分かる。 

・時刻と生活を結び付けて考えることができる。 

 

・ボールがかごに入ったら表に○を付けて、最終的に

誰が一番多く入れられたか理解する。 

解 説 

学習指導のねらいが児童・生徒の学習状況として実現されたかについて、評価規準に照らして観

察し、毎時間の授業で適宜指導を行うことは、育成を目指す資質・能力を児童生徒に育むために

は不可欠である。その上で、評価規準に照らして、観点別学習状況の評価をするための記録を

取るために、いつ、どのような方法で、児童・生徒について観点別学習状況を評価するため

の記録を取るのかについて、計画を立てること。  

（「特別支援学校小学部・中学部学習評価参考資料」第１章） 

年間指導計画に基づく「指導と評価の計画」の作成について、 

知的障害特別支援学校小学部算数 3 段階を例に挙げて、解説します。 

①学習指導要領に示されている各教科等の目標と内容に基づき、児童・生徒の実態等を

踏まえて年間指導計画を作成し、これを基に単元（題材）ごとの目標や内容、さらに

は学習活動等を示した指導計画を作成する。 
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【単元の指導計画】 

〇単元「はかってみよう」の目標  

(1)長さ、広さ、かさなどの量を直接比べる方法について理解し、比較することができる。 

身の回りにあるものの大きさを単位として、その幾つ分かで大きさを比較することができる。  

                                                【知識及び技能 C ア (ア)】 

(2)身の回りのものの長さ、広さ及びかさについて、その単位に着目して大小を比較したり、表現し 

たりすることができる。                

                       【思考力、判断力、表現力等 C ア (イ)】 

(3)身の回りのものの量の単位と測定を理解し、算数で学んだことのよさや楽しさを感じながら学習 

や生活に活用しようとする。 

                                      【学びに向かう力、人間性等】 

 

〇単元の学習活動 

時 学習活動 

第一次 

(１～2) 

〇身近な物を比べるにはどのようにしたらよいか考える。 

〇提示された基準線や基準となる物を用いて、身近な物の長さを比べる。 

第二次 

(3～7) 

〇3量以上の長さを比べる。 

〇提示された紙テープなどを使い、物の長さを測る。 

〇提示されたもの以外でもどのような物を使えば物の長さを測れるか考えてみる。 

〇目盛り方眼を用いて具体物の長さを比べる。 

第三次 

(8～9) 

〇ビンやコップに入った水の量を比較する。 

第四次 

(10) 

〇二つの量の関係から「広い」「狭い」を比べる。 

〇自分のいる位置からの距離で、「遠い」「近い」を考える。 

〇体育館で、広さ、遠さなどを体験的に計測する。 

 

 

 

 

 

 

 

【単元の評価規準】 

知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度 

①長さ、広さ、かさなどの量を

直接比べる方法について理解

し、比較している。 

②身の回りにあるものの大きさ

を単位として、その幾つ分か

で大きさを比較している。 

①身の回りのものの長さ、広さ

及びかさについて、その単位

に着目して大小を比較した

り、表現したりしている。 

①身の回りのものの量の単位と

測定を理解し、算数で学んだ

ことのよさや楽しさを感じな

がら学習や生活に活用しよう

としている。 

 

 

 

②単元（題材）ごとの目標と内容を分析し、単元（題材）ごとの観点別学習状況の評価

を行う上での評価規準を設定する。 
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【単元の評価計画】(ここでは、【知識・技能】を【知・技】、【思考・判断・表現】を 

【思・判・表】、【主体的に学習に取り組む態度】を【主】と表記する。) 

時 学習活動 何を評価するのか どのような方法で評価するのか 

第一次 

(1~2) 

〇身近な物を比べる 

にはどのようにした

らよいか考える。 

〇提示された基準線 

や基準となる物を用

いて、身近な物の長

さを比べる。 

・直接比較のやり方が分かっ 

ているか。 

・直接比較をするときは端を

合わせる必要があるという

ことに気が付いているか。 

【知・技】直接二つの物を比べるに

は、棒磁石など、基準となるまっす

ぐな物を使うと良いということが分

かっているかを観察する。 

【思・判・表】具体物2つを、端をそ

ろえて比べて「長い」「短い」を判

断しているかを観察する。 

第二次 

(3～7) 

〇3量以上の長さを 

比べる。 

〇提示された紙テー 

プなどを使い、物

の長さを測る。 

〇提示された物以外 

でもどのような物

を使えば物の長さ

を測れるか考えて

いる。 

〇目盛り方眼を用い 

て具体物の長さを

比べる。 

・比べる対象によって「長 

い」になったり「短い」に

なったりすることに気付い

ているか。 

・間接比較をして大きな物を 

比べようとしているか。 

・長さなどを比較する方法に 

ついて自分から考えようと

しているか 

・任意単位を用いての比較が 

できているか。 

・具体物の長さを数値化し、 

長さを比べているか。 

【思・判・表】2量ずつ比べる中で、

「一番長い」「一番短い」を判断し

て言い表しているかを観察する。 

【知・技】身の回りにある物が幾つ

分で長さを比較したり、目盛り幾つ

分で長さを比較したりして、比べて

いる様子を観察する。 

【思・判・表】紙テープを用いて、黒

板やテーブルなどの縦と横のどちらが

長いかを比べている様子を観察する。 

【主】学習活動に関心をもって粘り

強く取り組もうとしている様子を観

察する。 

第三次 

(8～9) 

〇ビンやコップに入 

った水の量を比較

する。 

 

・かさについて、2量や3量を 

直接比較できているか。 

・任意単位を用いての比較が 

できているか。 

【知・技】水の量を比較するには、

同じ形状、大きさの物を使うと良い

ということが分かっているかを観察

する。 

【思・判・表】水の量の多少を「コ

ップ何杯分」で表現している様子を

観察する。 

【主】これまでの学びを生かして試

行錯誤しながら学ぼうとしている様

子を観察する。 

第四次 

(10) 

〇二つの量の関係か 

ら「広い」「狭

い」を比べる。 

〇自分のいる位置か 

らの距離で、「遠 

い」「近い」を考

える。 

〇体育館で、広さ、 

遠さなどを体験的

に計測する。 

・目の前の物を「広い・狭

い」に区別したり、「広

さ」について言い表したり

しているか。 

・自分のいる場所を基準にし 

て「遠い・近い」を判断し

ているか。 

・身近な量について主体的に 

比較しているか。 

【思・判・表】二つの量の関係につ

いて、「こちらが広い(狭い)」など

と表現している発言を観察する。 

【思・判・表】自分の位置からの距

離について、基準を設けて「遠い・

近い」を考えているかを観察する。 

【主】学習のめあてを理解して工夫

しようとしている様子を観察する。 

③各単元（題材）において、指導が曖昧になったり網羅的になったりすることがないよ

う、どのような資質・能力をどこまで育成するのか、ねらいを明確にして、具体的な

評価規準を設定するとともに、評価場面と評価方法を明らかにする。 
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【評価計画における評価場面と評価方法について】(ここでは、第二次を例として挙げる。) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

時 学習活動 

第二次 

(3～7) 

〇3量以上の長さを比べる。 

〇提示された紙テープなどを使い、物の長さを測る。 

〇提示された物以外でもどのような物を使えば物の長さを測れるか考えている。 

〇目盛り方眼を用いて具体物の長さを比べる。 

【知識・技能】 

・身の回りにある物が幾つ

分で長さを比較したり、

目盛り幾つ分で長さを比

較したりして、比べてい

る様子を観察する。 

 

 

 

【思考・判断・表現】 

・2 量ずつ比べる中で、

「一番長い」「一番短

い」を判断して言い表し

ているかを観察する。 

・紙テープを用いて、黒板

やテーブルなどの縦と横

のどちらが長いかを比べ

ている様子を観察する。   

  

【主体的に学習に取り組む

態度】 

・粘り強く学習に取り組んで

いる様子を観察する。 

 

 

 

 

何を評価するのか 

・比べる対象によって「長い」になったり「短い」になったりすることに気付いているか。 

・間接比較をして大きな物を比べようとしているか。 

・長さなどを比較する方法について自分から考えようとしているか 

・任意単位を用いての比較ができているか。 

・具体物の長さを数値化し、長さを比べているか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

・直接比較のやり方が分かっているか。 

・直接比較をする時は端を合わせる必要があるということに気が付いているか。 

どのような方法で評価するのか 

 

単元終了後、『評価場面(第一次から第四次)』で記録した内容を観点別に

まとめて、単元における観点別学習状況の評価を行う。 

《ポイント》 

単元の適切なタイミングで記録を取っていき、観点別学習状況の評価につなげていく。 

 

 

上記の評価方法により、 

【知識・技能】の観点における学

習状況の記録を取る。 

 

上記の評価方法により、 

【思考・判断・表現】の 

観点における学習状況の記

録を取る。 

 

上記の評価方法により、 

【主体的に学習に取り組む態度】

の観点における学習状況の記録

を取る。 
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 Ⅰ－６ 評価規準の作成について                   
 

〔１〕 評価規準について 

児童・生徒一人一人の進歩の状況や各教科等の目標の実現状況を的確に把握し、指導の改善に生

かすことができるよう評価を行うためには、単元（題材）の目標や各１単位時間の指導のねらいを

明確にすることが必要です。そして、その目標や指導のねらいが実現されたかどうかを把握するた

めには、期待される児童・生徒の姿について、あらかじめ具体的に想定しておくことが大切です。 

これを示したものが評価規準であり、各教科等について各学校が設定するものです。 

評価規準は、単元（題材）の目標や各１単位時間の指導のねらいを分析、検討するとともに、児

童・生徒の実態を踏まえ、教材、学習活動等に即して設定します。 

評価規準の設定に当たっては、「『指導と評価の一体化』のための学習評価に関する参考資料（小

学校・中学校）」（国立教育政策研究所、令和２年３月）を参考にすることができます。国の資料

では、各教科等の特質に応じて学習指導要領の規定から評価規準を作成する際の基本的な手順が示

されており、「第 3 編 単元ごとの学習評価について（事例）」には、「指導と評価の一体化」を

具現化するための指導と評価の計画や観点別学習状況の評価の進め方等が具体的に示されています。 

 

 

 

 

「評価規準」と「評価基準」 

評価規準とは、「学習指導要領に示された各教科等の目標・内容に対して、期待される児童・生徒の姿を、 

あらかじめ想定したもの」です。この単元を通して「このような姿になってほしい」と願って、授業に参加する全ての 

児童・生徒に達成してほしい姿を現しています。単元の終了後、全員が「おおむね満足できた状態」になれば、 

評価規準を達成できたことになります。 

一方、評価基準は、目標に対する達成の程度を量的に、より具体的に示した指標を指します。 

 

【小学校・体育の走り高跳び】を例に、考えてみましょう。 

評価規準 

リズミカルな助走をし、上体を起こして力強く踏み切り、はさみ跳びで足から着地する。 

➡ 全員が「おおむね満足」になるよう指導を工夫する。 

その中で「十分満足」な状況があれば、評価していく。 

評価基準 

正しい飛び方で、110 ㎝以上のバーを飛び越えることができる。【Ａ基準】 

正しい飛び方で、100 ㎝程度のバーを飛び越えることができる。【Ｂ基準】 

正しい飛び方ができない、又は 80cm 程度のバーを飛び越えることができない。                            

【Ｃ基準】 

 
 
 
 
 

解説 
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〔２〕 「内容のまとまりごとの評価規準」とは 

学習指導要領には、各教科等の「第２ 各学年（分野）の目標及び内容」の「２ 内容」におい

て、「内容のまとまり」ごとに育成を目指す資質・能力が示されています。 

学習評価参考資料では、児童・生徒が資質・能力を身に付けた状況を表すために、この「２ 内

容」の記載事項の文末を「～すること」から「～している」と変換したもの等を、「内容のまとま

りごとの評価規準」と呼んでいます。なお、「主体的に学習に取り組む態度」に関しては、教科に

よっては学びに向かう力、人間性等の内容が示されていない場合があります。こうした場合は各学

年または各段階の学びに向かう力、人間性等に係る目標を参考に、「内容のまとまりごとの評価規

準」を作成する必要があります。 

 

〔３〕 「内容のまとまりごとの評価規準」を作成する際の基本的な手順 

国の資料では、各教科における、「内容のまとまりごとの評価規準」を作成する際の基本的な手

順について、次のように示されています。 

 

 

 

 

 

 

 

「知識・技能」の評価規準については、基本的に、①において「知識及び技能」で示された内容

をもとに、その文末を「～している」、「～できる」などとして作成します。 

「思考・判断・表現」の評価規準については、基本的に、①において「思考力、判断力、表現力

等」で示された内容をもとに、その文末を「～している」、「～できる」などとして作成します。 

「主体的に学習に取り組む態度」の評価規準については、基本的に、当該学年の「主体的に学習

に取り組む態度」の観点の趣旨をもとに、当該「内容のまとまり」で育成を目指す「知識及び技能」

や「思考力、判断力、表現力等」で示された内容や指導事項等を踏まえ、その文末を「～しようと

している」、「～している」などとして作成します。 

なお、「内容のまとまりごとの評価規準」を作成する際の基本的な手順①、②の詳細については、

本資料において、このあとの「Ⅱ 実践編」に示しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学習指導要領に示された教科及び学年（又は分野）の目標を踏まえて、「評価の観点及びそ

の趣旨」が作成されていることを理解した上で、 

 

 

 

 

① 各教科における「内容のまとまり」と「評価の観点」との関係を確認する。 

② 【観点ごとのポイント】を踏まえ、「内容のまとまりごとの評価規準」を作成する。 
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「内容のまとまりごとの評価規準」とは 

「内容のまとまり」とは、学習指導要領に示す各教科等の「２ 各段階の目標及び内容 （２）

内容」の項目等に当たるものです。いくつかの教科を見てみましょう。 

 

○小学部生活における内容のまとまり  ○小学部国語における内容のまとまり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○中学部数学における内容のまとまり        ○中学部美術における内容のまとまり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

解 説 

ア 基本的生活習慣 

イ 安全 

ウ 日課・予定 

エ 遊び 

オ 人との関わり 

カ 役割 

キ 手伝い・仕事 

ク 金銭の扱い 

ケ きまり 

コ 社会の仕組みと公共施設 

サ 生命・自然 

シ ものの仕組みと働き 

各段階とも、「⑵ 内容」は、〔知識及び技能〕

と〔思考力、判断力、表現力等〕の２つの内容 

のまとまりで示されている。これらのまとまり

は、更に以下のように分けられている。 

〔知識及び技能〕 

 (1) 言葉の特徴や使い方に関する事項 

 (2) 情報の扱い方に関する事項 

（小学部３段階のみ） 

 (3) 我が国の言語文化に関する事項  

〔思考力、判断力、表現力等〕  

Ａ聞くこと・話すこと  

Ｂ書くこと  

Ｃ読むこと 

〔１段階〕 

「Ａ 数と計算」ア 整数の表し方 

「Ａ 数と計算」イ 整数の加法及び減法 

「Ａ 数と計算」ウ 整数の乗法 

「Ｂ 図形」ア 図形 

「Ｃ 測定」ア 量の単位と測定 

「Ｃ 測定」イ 時刻と時間 

「Ｄ データの活用」ア 身の回りにあるデータを簡単

な表やグラフで表したり、読み取ったりすること 

 

〔２段階〕 

「Ａ 数と計算」ア 整数の表し方 

「Ａ 数と計算」イ 整数の加法及び減法 

「Ａ 数と計算」ウ 整数の乗法 

「Ａ 数と計算」エ 整数の除法 

「Ａ 数と計算」オ 小数の表し方 

「Ａ 数と計算」カ 分数の表し方 

「Ａ 数と計算」キ 数量の関係を表す式 

「Ｂ 図形」ア 図形 

「Ｂ 図形」イ 面積 

「Ｂ 図形」ウ 角の大きさ 

「Ｃ 変化と関係」ア 伴って変わる二つの数量 

「Ｃ 変化と関係」イ 二つの数量の関係 

「Ｄ データの活用」ア データを表やグラフで表した

り、読み取ったりすること 

〔１段階〕 

・経験したことや思ったこと、材料

などを基にした表現 「Ａ表現」

ア（ｱ）(ｲ)〔共通事項〕 

・作品や身近な造形品の鑑賞「Ｂ鑑

賞」〔共通事項〕 

 

〔２段階〕 

・経験したことや想像したこと、材

料などを基にした表現 「Ａ表

現」 

ア（ｱ）(ｲ)〔共通事項〕 

・作品や美術作品などの鑑賞「Ｂ鑑

賞」〔共通事項〕 
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学習指導要領には、「内容のまとまり」ごとに育成を目指す資質・能力が示されています。 

「内容のまとまりごとの評価規準」とは、児童・生徒が「育成を目指す資質・能力を身に付けた状況」を表すことで

す。したがって、学習指導要領の「（２）内容」の記載事項の文末を、「～すること」から「～している」と置き換える

などして作成します。 

なお、「主体的に学習に取り組む態度」に関しては、教科によって学びに向かう力、人間性等の内容が学習指導

要領に示されていないことから、各段階の「（１）目標」を参考にし、必要に応じて段階別の評価の観点の趣旨のう

ち、「主体的に学習に取り組む態度」に関わる部分を用いて作成する必要があります。 

 

〔小学部国語科の例〕 

例 2 段階〔思考力、判断力、表現力等〕の「Ａ 聞くこと・話すこと」＞ 

ウ 体験したことなどについて、伝えたいことを考える活動を通した指導の例 

学習指

導要領 

（２） 

内容 

知識及び技能 思考力、判断力、表現力等 学びに向かう力、人間性等 

ア 言葉の特徴や使い方 

(ウ) 身近な人との会話を通

して、物の名前や動作など、

いろいろな言葉の種類に触

れること。 

ウ 体験したことなどにつ

いて、伝えたいことを考え

ること。 

 

（示されていない） 

 
 

内容の

まとま

りごと

の評価 

規準 

【例】 

知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度 

身近な人 と の 会 話 を 通 し

て、物の名前や動作など、い

ろいろな言葉の種類に触れ

ている。 

「聞くこと・話すこと」にお

いて、体験したことなどに

ついて、伝えたいことを考

えている。 

言葉を通じて積極的に人に関わ

ったり、思いをもったりしなが

ら、教師や友達との言葉でのや

り取りを聞いたり、伝えようと

したりしている。 

 

 

〔４〕 「内容のまとまりごとの評価規準」に対する、実際の評価の記述 
方法について 

知的障害のある児童、生徒に対する評価は、「内容のまとまりごとの評価規準」に対して、実現状況等

を箇条書き等により文章で端的に記述することとなります。 

評価の記録については、基本的に単元や題材等のまとまりごとに、それぞれの実現状況が把握できる段

階で評価を行います。準ずる教育課程の場合には、テストやレポート、ワークシート、ノート、作品など、

授業後に教師が確認しながら全員の評価を行う方法がありますが、知的障害の児童・生徒の学習状況を把

握するために、テストやレポートなどを活用することは難しい場合が多いため、単元における活動の様子

や行動変容、授業後に学んだことを活かしている場面があるかどうかをよく観察することが大切です。 

単元が終了した際に、一人一人の 3 観点の評価を、文章で記述し、それを蓄えておくことが大切です。 

学期末や学年末などには、観点別学習状況の評価に係る記録の総括を行います。特別支援学校学習

指導要領に示す各教科の各段階の目標に照らして、その実現状況を箇条書き等により文章で端的に記

述して表すこととなります。 

なお、各学校では観点別学習状況の評価の観点ごとの総括及び記録の総括の考え方や方法について、

教師間で共通理解を図るとともに、児童・生徒及び保護者に十分説明し理解を得ることも大切です。 

以上のことから、例えば、小学部算数科における評価の実際を見てみましょう。 

 

※２段階の目標のウを参考に作成する。 
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＜例 内容のまとまり【2 段階】 C 測定  ア 二つの量の大きさ＞ 

単元の評価規準 

知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度 

① 長さの量の大きさが分かり、
二つの量の大きさについて一
方を基準にして相対的に比べ
ている。 

② 「長い・短い」の用語が分かっ
ている。 

①  長さの量を、一方を基準に
して比べることに関心をも
ったり、量の大きさを、用語
を用いて表現したりしてい
る。 

① 二つの量の大きさについて関
心をもち、算数で学んだことの
楽しさやよさを感じながら興
味をもって学ぼうとしている。 

 

観点別学習状況の評価の総括 例 

 知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度 

児 
童 
Ａ 

・二つのものの長さの違い
を表す用語を使い、「こっち
が長い（短い）と比べまし
た。 
・三つの中から二つを選ぶ
場合も、一方を基準に長さ
を比較できました。 

・異なる長さの具体物につい
て、「こっちが長い」「これは長
くない、短い」など、様々な言
葉で長さの違いを表現してい
ました。 

・身近なものについて「長い・
短い」の言葉を使って表現し、
着替えのときに「長袖の方が長
い」など、生活の中でも表そう
としていました。 

児 
童 
Ｂ 

・長さを比較する活動で
「長短」の区別がつくよう
になり、教師の言葉を模倣
しながら「長い・短い」と自
ら用語を使って比べられる
ようになりなした。 

・「どちらが長いですか？」の
問い掛けに対し、長い方を選択
し、具体物を変えても正しく選
択していました。 

・長さを比較する課題に関心をも
ち、「長い・短い」と自発しようと
していました。 
・身近なものの長さについても、
気付いたことを教師に伝えよう
としていました。 

 

 

 Ⅰ－７ 評価方法について                  
 

〔１〕 評価場面や評価方法の設定について 
適正な評価を実施するためには、適切な評価規準の設定と併せて、評価規準に示される資質・能

力を評価するのにふさわしい評価場面や評価方法を選択することが重要です。この評価場面や評価

方法の設定については、児童・生徒の状況を無理なく的確に把握できるよう選択・検討することが

求められます。 

 

〔２〕 評価場面や評価方法等の具体的な事例について 
評価場面や評価方法等を検討する際には、「『指導と評価の一体化』のための学習評価に関する

参考資料（小学校・中学校）」（国立教育政策研究所、令和２年３月）における事例を参考にする

ことができます。本資料及び学習評価参考資料では、学習評価の改善の基本的な方向性を踏まえつ

つ、平成29年改訂学習指導要領の趣旨・内容の徹底に資する評価の事例を示すことができるよ

う、原則として次のような方針を踏まえたものとしています。 

 

 

 

 

 

・ 単元に応じた評価規準の設定から評価の総括までとともに、児童・生徒の学習改善及び教

師の指導改善までの一連の流れを示している。 

・ 観点別の学習状況について評価する時期や場面の精選について示している。 

・ 評価方法の工夫を示している。 
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 Ⅰ－８ 指導の改善に生かす評価と評価結果の記録       
 

〔１〕 指導の改善に生かす評価について 

実際の各教科等の授業においては、教師は児童・生徒の学習状況を常に把握しながら、指導を進

めることが大切です。 

学級全体とともに児童・生徒一人一人の学習状況を細やかに把握し、必要があるときには当初の

指導の計画を変更して、理解や習熟の程度に応じて繰り返し指導を加えていったり、児童・生徒の

興味・関心に応じた課題を新たに設定したりするなどして、指導の改善を不断に行いながら進める

ことが大切です。 

こういった、児童・生徒一人一人の学習状況を細やかに把握するための視点となるのが、各教科

等における評価の観点です。各教科等の評価の観点は、各教科等の特性に基づいた目標を実現し、

その教科の学力の育成を確実に図るために、児童・生徒の当該教科等の学力の状況（＝学習の実現

状況）を分析的に捉える視点として示されています。 

したがって、学習指導においては、各教科の各段階の目標と内容に基づいた評価規準の設定と、

「指導と評価の一体化」による指導の改善・充実を、日常的に図ることが重要です。 

 

 

〔２〕 評価結果の記録について 

指導の改善に生かす評価を行う中で、必要がある場合は、「十分満足できる」状況、「おおむね

満足できる」状況、「努力を要する」状況と判断した児童・生徒の具体的な状況について記録して

おくことが重要です。 

しかし、各授業で児童・生徒全員について頻繁に記録を残すような評価の在り方は、現実的には

困難であり、テストやレポート、ワークシート、ノート、作品など、授業後に教師が確認しながら

全員の評価を行えるような方法を活用していくことが効果的です。 

この児童・生徒全員の学習状況を記録として残すための評価を行う際には、それぞれの単元（題

材）において、その時期や方法を観点ごとに整理し、適切に行うことが求められます。 

そして、授業後に教師が確認しながら行った全員の評価の結果と、授業中の指導の改善に生かす

ために行った個別の評価とを組み合わせて、全員の学習状況を適切に評価します。 

このような評価方法の工夫により、評価すべき点を見落としていないか確認できるだけではな

く、必要以上に記録を残すことに多大な時間を要し、指導がおろそかになるといった状況を防ぐこ

とができ、効果的・効率的な学習評価を行うことが可能になると考えられます。 

 また、前述したように、知的障害のある児童・生徒には、テストやレポートなどで把握すること

は難しいため、単元における活動の様子や行動変容、授業後に学んだことを活かしている場面があ

るかどうかをよく観察する必要があります。その際は、単元の評価規準に対する達成状況を確認す

ることが大切です。 
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（１）指導の改善に活かす評価について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

解 説 

 

Point  1   
  

各教科の目標と内容に基づいて 

○三つの柱で目標を設定  

○３観点で評価規準を設定      

○評価計画を立案 

Point ２   
 

常に一人一人の学習状況を把握

しながら指導 

  
(例)弁別やマッチングができる 

ように教材を工夫して作成した 

 

 

Point ３ 

 

・目標、評価規準に沿って評価 

・評価計画を基に評価 

・指導の改善に生かすための評価 
 

※評価計画に基づき、単元の中の然るべ

き段階で評価することが大切 

(例)用意した教材が、児童・生

徒の実態に合っておらず、指

導目標を達成することが難し

いことが分かった 

 

Point ４ 

 

 Point 3 の評価を踏まえ、 

必要に応じて指導計画変更 

平面の教材から、立体の教材に変更した

ら、マッチングができた 

 

 

Point 1 に 

立ち返りながら 

授業改善 

指導の改善に生かす評価と評価結果の記録について、知的障害特別支

援学校小学部の算数の個別学習を例に挙げて解説します。 
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（２）評価結果の記録について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

評価の記録 

単元における活動の様子や行動の変容 

 

評価の記録 

授業後に生かしている場面の観察 

(例)立体教材でマッチング課題を

繰り返した結果、平面教材のマッ

チングもできるようになった (例) 同じ色のコーンを重ねる

ことができるようになった 

(例)同じ種類の食器に分類

できるようになった 
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 Ⅰ－９ 観点別学習状況の評価に係る記録の総括            
 

〔１〕 観点別学習状況の評価とは 

観点別学習状況の評価は、各教科の学習状況を分析的に捉えるものです。児童・生徒が各教科等

での学習において、どの観点で望ましい学習状況が認められ、どの観点に課題が認められるかを明

らかにすることにより、具体的な学習や指導の改善に生かすことができます。 

観点別学習状況の評価は、各教科の単元や題材などのまとまりごとの学習状況を A、B、C の３段

階別に総括したものです。したがって、何らかの学習状況を段階別に総括する点においては、観点

別学習状況の評価も評定の一種であることに留意することが必要です。 

これまで、小、中、高等学校において取り組まれてきた観点別学習状況の評価やそれに基づく学

習や指導の改善の更なる定着につなげる観点からも、評価の段階及び表示の方法については、現行

と同様に３段階（ABC）とすることが適当であるということになりました。 

（知的障害者である児童・生徒に対する教育における観点別学習状況の評価の総括については 26 ペー

ジの「解説」を参照） 

 

〔２〕 観点別学習状況の評価に係る記録の総括 

適切な評価の計画の下に得た、児童・生徒の観点別学習状況の評価に係る記録の総括の時期とし

ては、単元（題材）末、学期末、学年末等の節目が考えられます。 

各教科の観点別学習状況の評価を総括することは、児童・生徒がどの教科の学習に望ましい学習

状況が認められ、どの教科の学習に課題が認められるのかを明らかにすることにより、個別指導計

画の実施状況の評価と、教育課程全体を見渡した学習状況の把握と指導や学習の改善に生かすこと

を可能とするものです。 

また、観点別学習状況の評価に係る記録の総括は、学期末や学年末などに行われることが多いで

す。学年末に総括する場合には、学期末に総括した評価の結果を基にする場合と、学年末に観点ご

とに総括した結果を基にする場合が考えられます。その際、特別支援学校小学部・中学部学習指導

要領に示す各教科の目標に照らして、その実現状況を箇条書き等により文章で端的に記述して表す

こととなりますが、常にこの結果の背景にある児童・生徒の具体的な学習の実現状況を思い描き、

適切に捉える必要があります。 

なお、各学校では観点別学習状況の評価の観点ごとの総括及び記録の総括の考え方や方法につい

て、教師間で共通理解を図り、児童・生徒及び保護者に十分説明し理解を得ることが大切です。 
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解 説 

授 業 

作 成 

確 認 

授 業 

評 価 

評価の 
総括 

１ 指導する「教科」について、次の項目を確認する。 
【参考】学習評価参考資料 

① 各段階の目標と内容    

② 「内容のまとまり」の構成 

③ 評価の観点及びその趣旨 

２ 「単元の評価規準」と「評価計画」を作成する。  

① 「単元の目標」を作成する。 

② 「内容のまとまりごとの評価規準」を作成する。 

【参考】文部科学省「学習評価参考資料」➡ 文末例を参照   

③ 「単元の評価規準」を作成する。 

④ 評価の場面、評価方法を明らかにした「評価計画」を作成する。 

３ 評価計画に基づき一人一人の学習状況を評価する。 
① 評価規準に照らし、十分達成できた or おおむね達成できたか、状況を記録す

る。 

② 達成に至らない場合は、学習方法や支援方法を工夫する。 
③ 単元の終了時には、３観点による学習評価を文章で端的に表す。 

４ 学期末・学年末における評価の総括をする。 
① 個別指導計画の教科等の評価を、３観点で、文章で記載する。 

② 指導要録の「指導の記録」に、50 字程度で記載する。 

③ 次年度の指導計画の改善点を、引き継げるようにする。 

評価規準の作成から評価の総括までの具体的な流れを示します。 
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個別指導計画を前期と後期に分けて作成した場合、前期の個別指導計画の評価から指導要録の

「学習の記録」の評価の作成までの手順は、以下のような流れが考えられます。 

 【例：国語】 

 

 

 

Ⅰ－10 学期（前期・後期等）ごとの総括的な評価から、学年末
の評価の総括（指導要録の学習の記録）までの流れ 

個別指導計画 

Step1：個別指導計画を作成 
①教科としての「国語」 
②各教科等を合わせた指導で扱った「国語」 

①教科としての「国語」 
（前期及び後期）  

個別指導計画（前期） 個別指導計画（後期） 

②各教科等を合わせた指導で 
扱った「国語」 

（前期及び後期） 

個別指導計画（前期） 個別指導計画（後期） 

評価の総括 

Step２：学年末の「評価の総括」を作成 
①教科としての「国語」 
②各教科等を合わせた指導で扱った「国語」 

①教科としての「国語」 
（１年間を通して） 

②各教科等を合わせた指導で 
扱った「国語」 

（1 年間を通して） 

Step３：Step2①②の学年末の「評価の総括」を総括して、 
観点別学習状況をふまえて、指導要録の指導に関する記録を作成する。 

指導要録 

※評価の総括をする際の考え方の例です。 



 

 

Ⅱ 実践編 
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  小学部 生活                    
 

〔１〕生活科における評価について 
 
１ 小学部 生活科の「目標」 
 
 
 
 
  

 
 
 
特別支援学校学習指導要領には、この目標に基づき、１段階から３段階までの目標と内容が示されてい

ます。 

 
２ 小学部生活科の「評価の観点及びその趣旨」 

生活科において育成を目指す資質・能力が身に付いている児童を表している姿です。 

観点 知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度 

趣旨 

活動や体験の過程において、

自分自身、身近な人々、社会

及び自然の特徴やよさ、それ

らの関り等に気付いていると

ともに、生活に必要な習慣や

技能を身に付けている。 

自分自身や身の回りの生活のこ

とや、身近な人々、社会及び自

然と自分との関わりについて理

解し、考えたことを表現してい

る。 

自分のことに取り組もうとした

り、身近な人々、社会及び自然に

自ら働きかけ、意欲や自信をもっ

て学ぼうとしたり、生活を豊かに

しようとしたりしている。 

参考：【30 文科初第 1845 号 改善等通知  別紙４ １－２ 生活＜小学部 生活＞】 

    学習評価参考資料には、生活科の１段階から３段階までの「評価の観点及びその趣旨」が示され

ています。この中から、小学部２段階を例示します。 

 

【小学部 2 段階】 
観点 知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度 

趣旨 

活動や体験の過程において、自

分自身、身近な人々、社会及び

自然の特徴や変化に気付いてい

るとともに、身近な生活におい

て必要な習慣や技能を身に付け

ている。 

自分自身や身の回りの生活のこ

とや、身近な人々、社会及び自

然と自分との関りについて気付

き、感じたことを表現しようと

している。 

自分のことに取り組もうとした

り、身近な人々、社会及び自然

に働きかけ、意欲や自信をもっ

て学ぼうとしたり、生活に生か

そうとしたりしている。 

 

               参考：学習評価参考資料 

３ 小学部生活科における「内容のまとまり」 
  「内容のまとまり」とは、特別支援学校学習指導要領に示す各教科等の「２ 各段階の目標及び

内容（２）内容」の項目等に当たるものです。 
 
 
 
 
 
 

 

具体的な活動や体験を通して、生活に関わる見方・考え方を生かし、自立し生活を豊かにしてい
くための資質・能力を次のとおり育成することを目指す。 
（１）活動や体験の過程おいて、自分自身、身近な人々、社会及び自然の特徴のよさ、それらの関

り等に気付くととともに、生活に必要な習慣や技能を身に付けるようにする。 
（２）自分自身や身の回りの生活のことや、身近な人々、社会及び自然と自分との関りについて理

解し、考えたことを表現することができるようにする。 
（３）自分のことに取り組んだり、身近な人々、社会及び自然に自ら働きかけ、意欲や自信をもっ

て学んだり、生活を豊かにしようとしたりする態度を養う。 
 

ア 基本的生活習慣    キ 手伝い・仕事 
イ 安全         ク 金銭の扱い 
ウ 日課・予定      ケ きまり 
エ 遊び         コ 社会の仕組みと公共施設 
オ 人との関り      サ 生命・自然 
カ 役割         シ ものの仕組みと働き 
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〔２〕「内容のまとまりごとの評価規準」を作成する際の基本的な手順 
 ここでは、１段階の内容 ア 基本的生活習慣 を取り上げて、「内容のまとまりごとの評価規準」 

作成の手順を説明します。まず、特別支援学校学習指導要領に示された教科の目標を踏まえて、「評価の

観点及びその趣旨」が作成されていることを理解します。その上で、①及び②の手順を踏んでいきます。 

 

１ 各教科における「内容のまとまり」と「評価の観点」との関係を確認する。 

 

 

 

 

 

 

２ 以下の【観点ごとのポイント】を踏まえ、「内容のまとまりごとの評価規準」を作成する。 

􂋈􂋈􂋈􂋈􂋈􂋈􂋈􂋈􂋈􂋈􂋈􂋈􂋈􂋈􂋈􂋈􂋈􂋈􂋈􂋈􂋈􂋈􂋈􂋈􂋈􂋈􂋈􂋈􂋈􂋈􂋈􂋈􂋈􂋈􂋈􂋈􂋈􂋈􂋈􂋈 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔３〕生活科における指導と評価の一体化を目指して 

１ 指導と評価のポイント 
生活科では、教師の評価がより信頼性の高いものとなるように、評価に当たっては、「量的な面」 

だけでなく、「質的な面」から捉えることが必要です。例えば、「多くの○○を見付けている」、「絵

や文でたくさん書いている」など「量的な面」の評価に偏らないようにします。また、教師による行

動観察や作品・発言分析等の他に、児童が授業後に学んだことを生かしている場面があるかどうかな

ど、児童の姿を多面的に評価することが大切です。 

 

２ 指導と評価の一連の流れ  

２段階の事例を通して、指導と評価の一連の流れについて説明します。 

内容のまとまり 

ア 基本的生活習慣 

食事や用便等の生活習慣に関わる初歩的な学習活動を通して、次の事項を身に付けることがで 

きるよう指導する。 

(ｱ) 簡単な身辺処理に気付き、教師と一緒に行おうとすること。 

(ｲ) 簡単な身辺処理に関する初歩的な知識や技能を身に付けること。 

（下線）…知識及び技能に関する内容 （波線）…思考力、判断力、表現力等に関する内容 

※生活の「学びに向かう力、人間性等」の内容は、各段階の目標にまとめて示されている。 

○「知識・技能」のポイント 

上記①の指導事項（ｲ）について、「簡単な身辺処理に関する初歩的な知識を身に付ける」と示し

ている部分が「知識」に該当し、評価規準は、その文末を「～に気付いている（関心をもっている）。」

などと当該段階で求める資質・能力に基づき変更して作成します。また、「技能」については、「簡

単な身辺処理に関する初歩的な技能を身に付ける」と示している部分が該当し、評価規準は、「～

初歩的な技能を身に付けている。」として作成します。 

○「思考・判断・表現」のポイント 

基本的に、上記①の指導事項(ｱ)について、その文末を教科の観点の趣旨に基づき、「～について

考えている。」などとして作成します。 

○「主体的に学習に取り組む態度」のポイント 

当該段階目標のウの主体的に学習に取り組む態度の「観点の趣旨」をもとに、その文末を「～ 

している。」などとして作成します。 
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【事例１】小学部第５学年 生活科 ２段階 

１ 単元名   「学校の周りを探検しよう」 

２ 小学部生活科の内容のまとまり                 ※学習評価参考資料 P23参照 

  

３ 単元の目標 

（1）身の回りの社会の特徴や変化に気付くとともに、身近な生活において必要な習慣や技能を身に付ける。                               

〔知識及び技能〕   

（2）身の回りの生活のことや、社会と自分との関わりについて気付き、感じたことを表現しようとする。                         

〔思考力、判断力、表現力等〕  

（3）自分の事に取り組もうとしたり、意欲や自信をもって学んだり、生活に生かそうとする。 

                                    〔学びに向かう力、人間性等〕 

４ 単元の評価規準  

知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度 

身の回りの社会の特徴や変化に

気付くとともに、身近な生活にお

いて必要な習慣や技能を身に付

けている。 

身の回りの生活のことや、社会と自 

分との関わりについて考えている。 

身の回りの地域のことや公園、郵便局な

ど公共施設に関わる学習活動を通して、

自分の事に取り組もうとしたり、意欲や

自信をもって学んだり、生活に生かそう

としたりしている。 

 

５ 児童・生徒の実態等 

児童 児童の実態 重点とする指導事項 手だて 

Ａ 

・発音がやや不明瞭な部分があるが、人と関わる

ことが好きで、顔見知りの人には自分から話し

かける。 

・家や学校での出来事を２～３語文程度で話すこ

とができる。 

・知っている公共施設や店の名称を答えることは

できる。公共施設の使い方や役割などについて

答えたり、説明したりすることは難しい。 

学校の周りにある公共施

設やお店を考え、言葉で

発言したり、発表したり

する。 

教師からの質問する際に

は、簡単な言葉で簡潔に伝

える。思い出せない時は、

ヒントとして写真やイラ

ストを提示して、思い出し

たり、考えたりできるよう

にする。 

    

 

６ 単元の流れ（７時間扱い） 

時 学習活動 指導上の留意点 評価の観点・評価方法等 

第
一
次
（
１
～
２
） 

①動画や写真を見る。 

 

②学校の周りにはどんな店や公共施

設があるか発表する。 

③店の種類や特徴、公共施設の役割や

使い方などを知る。 

①校外歩行時の動画等を使用し、学校の周りにあ

る店や公共施設を思い出せるようにする。 

②動画の速度を落とし、児童が思い出したり、発

言できるようにしたりする。 

③交番、郵便、消防署などの公共施設について、

写真やイラストを使いながら説明する。 

〔知識・技能〕 

①（行動観察） 

〔思考・判断・表現〕 

①（行動観察） 

〔主体的に学習に取り組む態度〕 

①（行動観察） 

（略） 

コ 社会の仕組みと公共施設 
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７ 評価の実際 

（１）「知識・技能」の評価 

・学校周辺にあるコンビニエンスストアやスーパーマーケット、駅、公園等の店や公共施設を思い出 

し、発言する様子が見られた。 

・校外歩行の時の動画を見ることで、今まで気付かなかった店や公共施設にも気付くことができた。 

・公共施設はどんな時に使用するのかを考え、「お菓子を買う」「電車に乗る」等の発言をしていた。 

（２）「思考・判断・表現」の評価 

  ・写真や動画を見て、身近にあるスーパーや消防署、郵便局などのお店や施設に注目し、写真を使った

クイズに答えることで、各施設等の役割を覚えていた。 

・コンビニエンスストアや消防署を見つけると、指差したり写真を撮ろうとしたりしていた。 

・見付けた店や公共施設などについて、気付いたこと等を友達の前で発表することができた。 

（３）主体的に学習に取り組む態度 

  ・教師の質問に積極的に答えていた。動画も興味をもって見ていて、知っている店や公共施設が出て

くると「知っている」「〇〇だ」などの発言も見られた。 

・地図作りでは、写真を地図に貼ったり、絵を描いたりするなどして地図を完成させようとして 

いた。 

   

８ 観点別学習状況の評価の総括 

 
知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度 

児
童

A 
 

・動画を見て、店名や施設名 

を言ったり、知らなかった店 

や公共施設に気付いたりす 

ることができました。 

・店や公共施設の使い方につ 

いて知ることができました。 

・身近にあるお店や公共施設の名 

称を知り、施設等の役割を考える 

ことができました。施設等の役 

割を知ることで、自分の生活に役 

に立つ施設は他にどんなものが 

あるか考えていました。 

・探検で見付けた公共施設やお店に 

ついて、特に興味をもった施設等に 

ついてはその役割について自らす 

すんで発表することができました。 

 

第
二
次
（
３
～
５
） 

①店や公共施設の写真を撮ったり、地

図にメモを書いたりする。 

②地図作り。 

①個々の GIGA 端末で撮影し、帰校後も見返すこ

とができるようにする。 

 

②地図に写真を貼る位置や名称を貼る位置を示

す。 

〔知識・技能〕 

①②（行動観察） 

〔思考・判断・表現〕 

②(行動観察、写真、メモ） 

〔主体的に学習に取り組む態度〕 

②（行動観察、制作物） 

第
三
次
（
６
～
７
） 

①発表の準備：完成した地図 

から気付いたことや、思ったこと

を書く。 

②発表：友達の前で作った地図につい

て気付いたこと、思ったことを発表

する。 

①発表用のテンプレートを用意し、テンプレート

に沿って気付いたことや思ったことを記入して

いく。 

②テンプレートを使用して発表する。 

〔知識・技能〕 

②（行動観察） 

〔思考・判断・表現〕 

①（行動観察、制作物） 

〔主体的に学習に取り組む態度〕 

③（行動観察） 
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 小学部 国 語                     
 

〔１〕 国語科における評価について 
 
１ 小学部 国語科の「目標」 
 
 
 
 
 
 
 
 特別支援学校学習指導要領には、この目標に基づき、１段階から３段階までの目標と内容が示され
ています。 
 
２ 小学部国語科の「評価の観点及びその趣旨」 

国語科において育成を目指す資質・能力が身に付いている児童の姿です。 

観点 知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度 

趣旨 

日常生活に必要な国語につい

て、その特質を理解し適切に

使っている。 

「聞くこと・話すこと」、「書く 

こと」、「読むこと」の各領域に 

おいて、日常生活における人と 

の関わりの中で伝え合う力を 

身に付け、思い付いたり考えた 

りしている。 

言葉を通じて積極的に人と関 わ

ったり、思い付いたり考えたりし

ながら、言葉で伝え合うよさを感

じようとしているとともに、言語

感覚を養い、言葉をよりよく使お

うとしている。 

参考：【30 文科初第 1845 号 改善等通知  別紙４ １－２ 国語（１）＜小学部 国語＞】 

 

    学習評価参考資料には、国語科の１段階から３段階までの「評価の観点及びその趣旨」が示され

ています。小学部２段階を例示します。 

【小学部 2 段階】 
観点 知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度 

趣旨 

日常生活に必要な身近な言葉 

を身に付けているとともに、い 

ろいろな言葉や我が国の言語 

文化に触れたり気付いたりし 

ている。 

「聞くこと・話すこと」、「書く 

こと」、「読むこと」の各領域に 

おいて、言葉が表す事柄を想起 

したり受け止めたりする力を 

養い、日常生活における人との 

関わりの中で伝え合い、自分の 

思いをもっている。 

言葉を通じて積極的に人と関 

わったり、思いをもったりしな 

がら、言葉がもつよさを感じよ 

うとしているとともに、読み聞 

かせに親しみ、言葉でのやり取 

りを聞いたり伝えたりしよう 

としている。 

              参考：学習評価参考資料 

 

３ 小学部国語科における「内容のまとまり」 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

言葉による見方・考え方を働かせ、言語活動を通して、国語で理解し表現する資質・能力を
次のとおり育成することを目指す。 

 
⑴ 日常生活に必要な国語について、その特質を理解し使うことができるようにする。 
⑵ 日常生活における人との関わりの中で伝え合う力を身に付け、思考力や想 像力を養う。 
⑶ 言葉で伝え合うよさを感じるとともに、言語感覚を養い、国語を大切にしてその能力の向上  

を図る態度を養う｡ 

各段階とも、「⑵ 内容」は、〔知識及び技能〕と〔思考力、判断力、表現力等〕の２つの内容 
のまとまりで示されている。これらのまとまりは、更に以下のように分けられている。 

  
〔知識及び技能〕       (1) 言葉の特徴や使い方に関する事項 

(2) 情報の扱い方に関する事項（小学部３段階のみ） 
(3) 我が国の言語文化に関する事項  

 
〔思考力、判断力、表現力等〕 Ａ  聞くこと・話すこと 

Ｂ  書くこと  
Ｃ  読むこと 
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〔２〕 「内容のまとまりごとの評価規準」を作成する際の基本的な手順  
 

国語科においては、特別支援学校学習指導要領の「２ 内容」の記載は、そのまま学習指導の

目標となりうるものです。育成を目指す資質・能力（指導事項）の文末を、「～すること」から「～

している」と変更することで、「内容のまとまりごとの評価規準」となります。 

国語科では、「内容のまとまりごとの評価規準」を単元の評価規準とすることができます。 

 

１ 各教科における「内容のまとまり」と「評価の観点」との関係を確認する。 
 

 

 

 

 

 

※〔知識及び技能〕は「知識・技能」、〔思考力、判断力、表現力等〕は「思考・判断・表現」と対応しています。 

 

２ 以下の【観点ごとのポイント】を踏まえ，「内容のまとまりごとの評価規準」を作成する。 

 
〔３〕 国語科における指導と評価の一体化を目指して 

 

１ 指導と評価のポイント 
    

 

 

 

 

２ 指導と評価の一連の流れ  
2 段階の事例を通して、指導と評価の一連の流れについて説明します。 

各段階に示された指導事項を身に付けることができるよう指導することを基本とする。 

 

○「知識・技能」のポイント 

・基本的に、当該単元で育成を目指す資質・能力に該当する〔知識及び技能〕の指導事項について、その文末を

「～している。」として、「知識・技能」の評価規準を作成する。なお、育成したい資質・能力に照らして、指

導事項の一部を用いて評価規準を作成することもある。 

 

○「思考・判断・表現」のポイント 

・基本的に、当該単元で育成を目指す資質・能力に該当する〔思考力、判断力、表現力等〕の指導事項につ

いて、その文末を「～している。」として、「思考・判断・表現」の評価規準を作成する。なお、育成した

い資質・能力に照らして、指導事項の一部を用いて評価規準を作成することもある。 

・評価規準の冒頭には、当該単元で指導する一領域を「（領域名を入れる）において、」と明記する。 

 

○「主体的に学習に取り組む態度」のポイント 

・①知識及び技能を獲得したり、思考力、判断力、表現力等を身に付けたりすることに向けた粘り強い取組

を行おうとする側面と、②①の粘り強い取組を行う中で、自らの学習を調整しようとする側面の双方を適

切に評価できる評価規準を作成する。文末は「～しようとしている。」とする。「段階別の評価の観点の趣

旨」においては、主として、①に関しては「言葉を通じて積極的に人と関わったり」､②に関しては「思い

をもったりしながら」、「思いや考えをもったりしながら（３段階）」が対応する。①、②を踏まえ、当該単

元で育成する資質・能力と言語活動に応じて文言を作成する。 

内容の 

まとまり 

〔知識及び技能〕 

(1) 言葉の特徴や使い方に関する事項 

(2) 情報の扱い方に関する事項（3 段階のみ） 

(3) 我が国の言語文化に関する事項 

〔思考力、判断力、表現力等〕 

Ａ話すこと・聞くこと 

Ｂ書くこと 

Ｃ読むこと 

該当する指導事項は 

示されていない 

（各段階の目標ウを参考

にする） 

評価の観点 知識・技能 思考・判断・表現 
主体的に学習に 

取り組む態度 

 

 

国語科では、年間指導計画を基に、当該単元で取り上げて指導する指導事項等から、身に付け

させたい力を明確にします。そして、その指導事項等を指導するのに最適な言語活動を設定し、

単元の目標を確定します。その上で、単元の評価規準を設定し、評価の時期や場面、方法を精選

し、単元のどの段階でどの評価規準に基づいて評価するかを決めていくことが大切です。 
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【事例２】小学部第３学年 国語科 2 段階 

１ 単元名  「なかまを あつめよう」 （こくご☆☆ Ｐ52～Ｐ57 あつめてみよう） 

２ 内容のまとまり（２段階）                 ※ 学習評価参考資料 P30 参照 

  

   

 

３ 単元の目標 

（1）身近な人との会話を通して、物の名前や動作など、いろいろな言葉の種類に触れる。 

〔知識及び技能〕 ア （ウ） 

（2）体験したことなどについて、伝えたいことを考えることができる。 

〔思考力、判断力、表現力等〕 A ウ 

 （3）言葉を通じて積極的に人に関わったり、思いをもったりしながら、教師や友達との言葉での

やり取りを聞いたり、伝えたりしようとする。         

     〔学びに向かう力、人間性等〕 

４ 単元の評価規準 

知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度 

身近な人との会話を通して、物の

名前や動作など、いろいろな言葉

の種類に触れている。 

「聞くこと・話すこと」におい

て、体験したことなどについ

て、伝えたいことを考えてい

る。 

言葉を通じて積極的に人に関わっ

たり、思いをもったりしながら、教

師や友達との言葉でのやり取りを

聞いたり、伝えたりしようとしてい

る。 

５ 児童の実態等 

児童 児童の実態 重点とする指導事項 手だて 

Ａ 

・明確な発語はないが、身振りや発

声を組み合わせて意思を表示する。

身近な言葉を理解し、指示に応える

ことができる。 

・平仮名で書かれた自分の名前を読

むことができる。 

・身振りや発声を用

いて相手に伝えたい

ことを表す。 

・言葉の理解を深め、

簡単な単語を聞いて

物の名前や動作に結

び付ける。 

・やりたい気持ちが分かるように、

指差し等で表すように促す。 

・児童の気持ちを、教師が言葉で

代わりに伝えることで、気持ちを

表す言葉に触れることができるよ

うにする。 

・具体物や写真、映像などを多用

することで思い浮かべたり意思表

示したりしやすくする。 

B 

・人との関わりを好み、不明瞭だが

単語や二語で構成される文で伝え

ようとする。身近な言葉を理解し、

指示に応えることができる。 

・平仮名の清音がほぼ読めるように

なり、濁音や拗音に興味がでてきて

いる。 

・二語で構成される

文で相手に思いや考

えを伝える。 

・様々な平仮名を読

んで物の名前や動作

に結び付ける。 

・教師の手本をまねることから始

め、徐々に手本がなくても思いや考

えを伝えられるようにする。 

・集めたものと結び付け言葉を平仮

名で表したり、平仮名を読んで物を

集めたりする活動を取り入れる。 

    （略） 

【知識及び技能】       （１）ア 言葉の特徴や使い方 

【思考力、判断力、表現力等】  Ａ 聞くこと・話すこと 
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６ 単元の流れ（８時間扱い） 

時 学習活動 指導上の留意点 評価の観点・評価方法等 

第
一
次 

１ 

～ 

４ 

楽しかった遠足の経

験を思い出し、遠足で

使うものとその名前を

思い浮かべたり、思い

浮かべたものを絵や実

物などと一致させたり

することを通して、い

ろいろな言葉を扱える

ようにする。 

・体験したことを思い出しイメージを膨らませる

ために、スライドや実物を用意する。 

・児童から出てきた表現を、絵やイラストに表し、

文字を添えた「気持ちカード」などにも変化さ

せていく。 

・名称を明瞭に言えない場合には、手拍子で音の

数を示すなど、手がかりを示しながら模倣がで

きるようにする。 

・イラストに平仮名を添えたカード、語頭の文字だ

け添えたカード、平仮名だけのカードなどを用意

し、段階的に平仮名を読もうとする機会を作る。 

〔知識・技能〕 

・具体物の名称の使用／自発

語、模倣する言葉等の観察 

 

〔思考・判断・表現〕 

・仲間分け／伝えたいことを

考え表現する様子等の観察 

 

〔主体的に学習に取り組む態度〕 

・伝えよう／言葉を使おうと

する態度の観察 

第
二
次 

５ 

～ 

８ 

海水浴や誕生会等の

パーティの経験を思い

出し、それぞれの場面

で使うものとその名前

を思い浮かべたり、思

い浮かべたものを絵や

実物などと一致させた

りすることを通して、

いろいろな言葉を扱え

るようにする。 

・海水浴や誕生会のイメージを膨らませるため

に、スライドや実物を用意する。 

・物の名称を教師が読み上げたり、タブレット端

末で示したりしながら、児童に発声を促してい

く。 

・前次までに作った「気持ちカード」を利用した

り、新しい「気持ちカード」を作成したりして

児童の表出を更に促していく。 

・児童が名称を言えるように音声の手掛かりを段

階的に示す。 

・平仮名をすすんで読めるように、イラストと平

仮名を組み合わせたカードを用意する。 

〔知識・技能〕 

・具体物の名称の使用／自発

語、模倣する言葉等の観察 

〔思考・判断・表現〕 

・仲間分け／伝えたいことを

考え表現する様子等の観察 

〔主体的に学習に取り組む態度〕 

※ 前次の方法に加え、学校生活

の中で経験を伝えようとした

り、平仮名を読もうとしたりす

る様子が見られるかを観察 

７ 評価の実際 

（１）「知識・技能」の評価 

・複数の物の中から「遠足で使うものはどれですか？」と聞くと「水筒」や「リュック」を選ん

だ。実物でも、絵カードでも、ほぼ確実に選べるようになった。 

・発話は当初不明瞭でしたが、教師が手拍子と共に「リュック（2 拍）」、「水筒（4 拍）」とカー

ドを読み上げると、同じ拍数で声を出し模倣するようになった。 

 

（２）「思考・判断・表現」の評価 

・「どうやって使うのですか？」の質問に対して、実物を扱いながら「水を飲む・水筒をリュック

に入れる・リュックを背負って歩く」などの動作を交えながら伝えていた。 

・動画や写真を手掛かりに遠足を振り返る活動では、キリンの写真を見ると体がとても大きかっ

たことや首が長くてびっくりしたことなど、見たことや体験したことを思い浮かべて身振りや

発声により友達や教師に伝えていた。 

 

（３）主体的に学習に取り組む態度 

  ・絵カードの名称を思い出せず、自ら発声することが難しい場面では、教師が絵カードを読み上

げる様子をよく見て名称を思い出そうとしていた。 

・選び取った絵カードの名称について、身振りを交えながら自ら発声し、教師や友達に伝わったこと

が分かると更にすすんでもう１つの絵カードを選び取り、周囲に名称を伝えようとしていた。 
 
８ 観点別学習状況の評価の総括 

 

知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度 

生
徒

A 
 

「遠足で使うもの」を理解し、

実物でも絵カードでも正しく選

び取りました。声を出し、言葉

を模倣するようになりました。 

活動を振り返り、自分が体験し

たことや気付いたことを思い

浮かべ、身振りや発声により友

達や教師に伝えていました。 

教師が絵カードを読み上げる様子を

よく見て名称を思い出し、自ら発声

して伝えようとしていました。周囲

に伝わったことが分かると、更に伝

えようと活発に活動していました。 

 


